
 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市水道事業経営審議会委員名簿 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局総務部経営管理課 

個人情報ファイルの利用目的 新潟市水道事業経営審議会の開催 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 電話番号、

６ 職業、７ 所属団体 

記録範囲 審議会委員 

記録情報の収集方法 本人、所属団体 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局総務部経営管理課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市水道局災害時支援協力員制度登録者名簿 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局総務部経営管理課 

個人情報ファイルの利用目的 災害等が発生した際の支援要請 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 電話番号、

６ 血液型 

記録範囲 新潟市水道局災害時支援協力員制度の登録者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局総務部経営管理課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

 

4



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 水道モニター一覧表 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局総務部総務課 広報・人材育成室 

個人情報ファイルの利用目的 水道モニターの選考、案内の送付等を行うため 

記録項目 
１．氏名、２．性別、３．生年月日、４．年齢、５．住所、

６．電話番号 

記録範囲 水道モニター応募用紙を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）新潟市水道局 総務部総務課 

（所在地）〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1-3-3 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 企業会計システム 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局 総務部 経理課 

個人情報ファイルの利用目的 債権者へ口座振替により支払を行うため 

記録項目 
１ 氏名・社名（支店・営業所）、２ 住所・所在地、 

３ 電話番号、４ ＦＡＸ番号、５ 代表者名、６ 口座情報 

記録範囲 口座振替依頼書を提出した債権者 

記録情報の収集方法 本人 および 事務担当者 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局 総務部 総務課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局 総務部 経理課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 － 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 上下水道料金調定収納システム 

行政機関等の名称 新潟市 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局総務部営業課 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金、下水道使用料等の調定及び収納業務を行うため 

記録項目 

１使用者氏名、２使用者住所、３電話番号、４給水使用状

態、５水栓番号、６布設番号、７メーター番号、８口座情報

（金融機関、口座番号、振替依頼名義等）、９検針日、１０

使用水量、１１調定年月日、１２上下水道料金の調定金額、

１３収納・未収金額、１４収納年月日、１５使用開始日、１

６使用中止日 

記録範囲 上下水道の使用者 

記録情報の収集方法 本人、または家族等による申込 

要配慮個人情報 無 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部総務課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

無 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局総務部営業課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 － 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 外国公館等用免税申請表 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部中央料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 消費税を免除するため 

記録項目 １ 氏名、２ 料金等 

記録範囲 給水契約者のうち在日外交官 

記録情報の収集方法 本人、国、他の地方公共団体 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部中央料金事務所 

〒９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１－３－３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 調定更正書 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部中央料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
料金の調定更正の発生事由と、その内容及び処理方法等を 

伺い決定するため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 料金調定納入状況 

記録範囲 料金の調定更正が生じた所の該当者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部中央料金事務所 

〒９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１－３－３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 紙管理ファイルで多大な作業を要するため 

14



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 還付命令書 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部中央料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
水道料金等に過払いが生じたお客様へ過払分を還付する 

ため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 料金調定納入状況 

記録範囲 過払いが生じた該当者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部中央料金事務所 

〒９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１－３－３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 紙管理ファイルで多大な作業を要するため 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 督促作業表 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部中央料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 未納料金を把握するため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 料金納入状況 

記録範囲 催告書の納入期限を過ぎても未納状態にある該当者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部中央料金事務所 

〒９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１－３－３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 紙管理ファイルで多大な作業を要するため 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 債権届出書類 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部中央料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
裁判所からの破産宣告通知に基づき、未納料金を破産者に対

する債権として届出するため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 料金調定納入状況 

記録範囲 
裁判所から破産宣告通知のあった者で、未納料金のある 

該当者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部中央料金事務所 

〒９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１－３－３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 停水執行簿 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部中央料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 給水の停止処理に関する事務を円滑に執行するため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 料金調定納入状況 

記録範囲 
催告書納期限を過ぎても料金を支払わず、停水執行に至った

該当者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部中央料金事務所 

〒９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１－３－３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

21



 

 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 紙管理ファイルで多大な作業を要するため 

22



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 水道料金等納入証明交付申請書 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部中央料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金等納入証明書発行のため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 料金調定納入状況 

記録範囲 
申請者（代理人が委任状を持参した場合、当該受任者を 

含む） 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部中央料金事務所 

〒９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１－３－３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

23



 

 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

24



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 再検針調査票 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部中央料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 

料金算定の基礎となるお客様個々の計量水量について、疑問

と思われるお宅を訪問調査し、正確な計量水量で料金請求を

行うため 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 苦情・要請、 

５ 相談、６ その他調査事項 

記録範囲 新潟市水道局で計量している使用者全て 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部中央料金事務所 

〒９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１－３－３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

25



 

 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 紙管理ファイルで多大な作業を要するため 

26



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 第1種共同住宅認定申請関係 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部中央料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 共同住宅の水道料金算定の特例適用を認定するため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 所有者及び総代人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部中央料金事務所 

〒９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１－３－３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

27



 

 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

28



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 第2種共同住宅契約関係 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部中央料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 共同住宅において、各戸検針、各戸徴収を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 相談内容 

記録範囲 相談者、所有者、総代人、入居者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部中央料金事務所 

〒９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１－３－３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

29



 

 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 紙管理ファイルで多大な作業を要するため 

30



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 使用水量認定票 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部中央料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
漏水等により使用水量が多量となった場合、報告書により 

修繕内容を審査し使用水量を認定するため 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 ４ 給水装置、 

５ 修繕内容 

記録範囲 水道使用者 

記録情報の収集方法 本人、指定工事業者 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部中央料金事務所 

〒９５１－８５６０ 

新潟市中央区関屋下川原町１－３－３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

31



 

 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 紙管理ファイルで多大な作業を要するため 

32



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 調定更正書ファイル 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部秋葉料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
料金の調定更正の発生事由と、その内容及び処理方法等を伺

い決定するため 

記録項目 
１ 住所、 ２ 氏名、３ 電話番号          

４ 料金調定納入状況  

記録範囲 料金の調定更正が生じた所の該当者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部秋葉料金事務所 

〶９５６－００３５ 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

33



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

〶９５６－００３５ 

新潟市水道局総務部秋葉料金事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考  
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 還付命令書ファイル 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部秋葉料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
水道料金等に過払いが生じたお客様への過払分の還付をする

ため 

記録項目 
１ 住所、 ２ 氏名、 ３ 電話番号、        

４ 料金調定納入状況 

記録範囲 過払いが生じた該当者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部秋葉料金事務所 

〶９５６－００３５ 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

35



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１,０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 督促作業表ファイル 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部秋葉料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 未納料金を把握するため 

記録項目 １ 住所、２ 氏名、３ 電話番号、４ 料金調定納入状況 

記録範囲 催告書の納入期限を過ぎても、未納状態にある該当者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部秋葉料金事務所 

〶９５６－００３５ 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

37



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１,０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 債権届出書類ファイル 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部秋葉料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
裁判所からの破産宣告通知に基づき、未納料金を破産者に対

する債権として届出するため 

記録項目 
１ 住所、２ 氏名、３ 電話番号、４ 料金調定納入状況 

 

記録範囲 
裁判所から破産宣告通知のあった者で、未納料金のある該当

者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部秋葉料金事務所 

〶９５６－００３５ 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

39



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１,０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 停水執行簿ファイル 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部秋葉料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 給水の停止処理に関する事務を円滑に執行するため 

記録項目 
１ 住所、２ 氏名、３ 電話番号、４ 料金調定納入状況 

５ 停水日、 ６ 停水解除日 

記録範囲 
催告書納期限を過ぎても、料金を支払わないで停水執行に至

った該当者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部秋葉料金事務所 

〶９５６－００３５ 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

41



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１,０００人未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 水道料金等納入証明交付申請書ファイル 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部秋葉料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金等納入証明書発行のため 

記録項目 １ 住所、２ 氏名、３ 電話番号、４ 料金調定納入状況 

記録範囲 申請者（代理人が委任状を持参した時、当該受任者を含む） 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部秋葉料金事務所 

〶９５６－００３５ 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

43



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１,０００人未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 再検針調査票ファイル 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部秋葉料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 

料金算定の基礎となるお客様個々の計量水量について、疑問

と思われるお宅を訪問調査し、正確な計量水量で料金請求を

行うため 

記録項目 
１ 住所、２ 氏名、３ 電話番号、４ 苦情・要請    

５ 相談、 ６ その他調査事項  

記録範囲 新潟市水道局で計量している使用者全て 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部秋葉料金事務所 

〶９５６－００３５ 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

45



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局総務部秋葉料金事務所 

〶９５６－００３５ 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 第１種共同住宅認定申請関係書ファイル 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部秋葉料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 共同住宅の水道料金算定の特例適用を認定するため 

記録項目 １ 住所、２ 氏名、３ 電話番号、 ４ 相談内容    

記録範囲 総代人、所有者、相談者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部秋葉料金事務所 

〶９５６－００３５ 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

47



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１,０００人未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 第２種共同住宅契約関係書ファイル 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

総務部秋葉料金事務所 

個人情報ファイルの利用目的 共同住宅において、各戸検針、各戸徴収を行うため 

記録項目 １ 住所、２ 氏名、３ 電話番号、４ 相談内容  

記録範囲 総代人、所有者、相談者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局総務部秋葉料金事務所 

〶９５６－００３５ 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

49



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１,０００人未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 指定給水装置工事事業者関係綴り 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部 管路第１課 

個人情報ファイルの利用目的 
給水装置工事事業者の指定および更新に関する業務を行うた

め。 

記録項目 １ 氏名、２ 本籍地、３ 生年月日 

記録範囲 指定給水装置工事事業者指定申請を提出した者 

記録情報の収集方法 指定給水装置工事事業者 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第１課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

51



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

52



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 土地賃貸借契約（私人）更新関係綴り 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部 管路第１課 

個人情報ファイルの利用目的 
水道管の布設に伴い、当局が借用している民有地の所有者に

占用料の支払いを行うため。 

記録項目 １ 住所、２ 氏名、３ 電話番号 

記録範囲 土地賃貸借契約を締結した対象者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第１課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

53



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

54



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 水道管路施設情報システム 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部管路第１課 

個人情報ファイルの利用目的 給水装置の給水状況及び使用者情報の把握のため 

記録項目 

１ 布設番号、２ メータ記号及び番号、３ メータ口径、

４ 使用者住所、５ 使用者氏名、６ 使用者電話番号、 

７ 開栓状況、８ 使用水量、９ 給水方式、１０ その他

参考情報 

記録範囲 給水装置の使用者 

記録情報の収集方法 実施機関内部 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第１課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

55



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第１課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 － 

 

56



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 貯水槽台帳 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部管路第１課 

個人情報ファイルの利用目的 貯水槽給水施設の清掃記録及び管理を行うため 

記録項目 

１ 施設設置建築物住所、２ 施設設置建築物名称、３ 清

掃日、４ 清掃事業者、５ 施設構造、６ 施設所有者及び

管理者住所、７ 施設所有者及び管理者氏名、８ 施設所有

者及び管理者電話番号、９ その他参考情報 

記録範囲 貯水槽給水施設の所有者及び管理者、清掃事業者 

記録情報の収集方法 施設所有者、清掃事業者から提出される清掃実施状況報告書 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 
新潟市保健衛生部保健所環境衛生課、（公益財団法人）新潟

水道サービス 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第１課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

57



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第１課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 － 

 

58



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 取消届 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局技術部管路第２課 

個人情報ファイルの利用目的 
申込者の都合により工事を取り消す場合に理由を付した届出

書類 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第２課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

59



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第２課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 領収済通知書綴 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局技術部管路第２課 

個人情報ファイルの利用目的 
給水装置の新設・変更に係る工事の申込をする者へﾒｰﾀ口径

に応じた加入金・工事検査手数料の納付書を発行する。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 新潟市管工事業協同組合 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第２課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

61



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第２課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 配水管布設工事申請書綴 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局技術部管路第２課 

個人情報ファイルの利用目的 

給水申請に係る配水管布設要綱に基づき、未給水地域や出水

不良地域等の地元要望に応じ一定の条件・限度内で配水管を

布設する。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第２課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

63



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第２課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市開発指導要綱第１８条協議書綴 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局技術部管路第２課 

個人情報ファイルの利用目的 
開発行為における水道施設の設置計画について、事前協議

し、回答する。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第２課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

65



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第２課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66



 

 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 舗装先行 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局技術部管路第２課 

個人情報ファイルの利用目的 道路舗装に先行して、給水装置工事の一部を施行する。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第２課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

67



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第２課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 配水管（予定）工事竣工書類 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局技術部管路第２課 

個人情報ファイルの利用目的 新たに給水を受けるため、配水管を新設及び改良する。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第２課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

69



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部管路第２課 

新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 行政財産目的外使用許可関係綴り 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部浄水課 

個人情報ファイルの利用目的 
浄水課所管行政財産の目的外使用許可に関する事務を行うた

め 

記録項目 １ 住所、２ 氏名、３ 電話番号 

記録範囲 行政財産目的外使用許可申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部浄水課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1-3-3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

71



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

72



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 土地賃貸借契約書綴り 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部浄水課 

個人情報ファイルの利用目的 水道施設用地として土地を賃借するため 

記録項目 １ 住所、２ 氏名、３ 電話番号 

記録範囲 土地賃貸借契約を締結した対象者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部浄水課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1-3-3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

73



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

74



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 残留塩素等測定業務ファイル簿 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部水質管理課 

個人情報ファイルの利用目的 残留塩素等測定業務の契約事務手続きに必要なため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 残留塩素等測定業務の契約者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部水質管理課 

950‐2005 

新潟市西区青山水道１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

75



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 

「行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファ

イル」については、個人情報ファイルの本人数が1,000未満

であるため、該当しない。 

 

76



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 水道法第18条に基づく水質検査結果 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部水質管理課 

個人情報ファイルの利用目的 水道法第18条に基づく請求検査への対応のため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 検査結果 

記録範囲 検査の請求者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部水質管理課 

950‐2005 

新潟市西区青山水道１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

77



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 

「行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファ

イル」については、個人情報ファイルの本人数が1,000未満

であるため、該当しない。 

 

78



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 配水管等の破損事故に係る損害賠償請求関係 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
第三者による配水管等への損害が生じた場合、損害賠償を加

害者へ請求するため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 事故加害者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

79



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

80



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 夜間等緊急配水管修繕協定業務関係 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
夜間等緊急配水管修繕業務について業者と協定を結び緊急対

応を図るため 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号、５資格の内容、

６経営規模 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

81



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000未満 

 

82



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給水装置、配水管修繕工事業務関係 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
市民等からの依頼による給水装置、配水管の修理及び漏水・

出水不良等の調査を行うため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 修理、調査依頼者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

83



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000未満 

 

84



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給水鉛管更新事業関係 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
鉛の新水道水質基準への対応及び漏水事故防止による高有収

率の維持を図るため給水鉛管の計画的更新を行うため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 給水鉛管使用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

85



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000未満 

 

86



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 出水不良等改良関係関係 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
出水不良改良工事及び小規模改良工事で出水不良解消を図る

ため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 陳情者、土地所有者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

87



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

新潟市水道局技術部中央工事事務所 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000未満 

 

88



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 配水管(予定)工事申込書兼配水管工事竣工届 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 新たに給水を受けるため、配水管を新設及び改良する 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所，電話番号、３ 識別番号等、４ 申請

地、５ 工事の概要 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

89



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

  

90



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市開発指導要綱第18条による協議について(依頼) 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
開発行為における水道施設の設置計画について、事前協議

し、回答する 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所，電話番号、３ 識別番号等、４ 申請

地、５ 開発行為の概要 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

91



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

  

92



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給水装置一部先行工事申込書 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 道路舗装に先行して、給水装置工事の一部を施工する 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所，電話番号、３ 識別番号等、４ 申請

地、５ 工事の概要 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

93



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

  

94



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給水装置工事申込書兼竣工届 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 

申込者と局の給水契約であり、申請者はどのような給水装置

で給水を受けるかを提示し承認し、検査に合格をして契約が

成立し給水台帳として保管される 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所，電話番号等、３ 識別番号等、４ 間

取り 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

95



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

  

96



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給水装置所有権変更届 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
家屋の売買や相続した場合等給水装置の権利義務を継承した

とき、新旧の所有者が連名で押印し提出する書類 

記録項目 １ 氏名、２ 住所，電話番号、３ 識別番号等 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

97



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

  

98



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給水装置寄附申込書 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
個人の所有であった給水装置(道路下の給水管）を水道局の

管理とする 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所，電話番号、３ 識別番号等、４ 申請

地、５ 寄付の内容 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

99



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

  

100



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 中高層直結給水協議書 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 中高層建物の直結給水を申込む前に、施工内容を協議する 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所，電話番号、３ 識別番号等、４ 申請

地、５ 工事の概要 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

101



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

 

  

102



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 出水不良陳情書、水道管改良工事承諾書、申込者一覧表 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
出水不良改良工事及び小規模改良工事で出水不良解消を図り

使用者ニーズに応える 

記録項目 １ 氏名、２ 住所，電話番号、３ 苦情・要請、４ 相談 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

103



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

 

  

104



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
給・配水装置修繕工事伝票、漏水修繕工事指示書、給水装置

修繕工事伝票 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
市民等からの依頼による給水装置、配水管の修理及び漏水・

出水不良等の調査 

記録項目 １ 氏名、２ 住所，電話番号、３ 苦情・要請、４ 相談 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの依頼 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

 

  

106



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 水道直結式スプリンクラー設備設置事前協議書 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
スプリンクラーの直結給水を申し込む前に施工内容を協議す

る 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所，電話番号、３ 識別番号等、４ 申請

地、５ 工事の概要 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

 

  

108



 

 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給水装置工事取消届 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
申込者の都合により工事を取消す場合に理由を付した届出書

類 

記録項目 １ 氏名、２ 住所，電話番号 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

 

  

110



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 加入金・工事検査手数料等納入通知書 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
給水装置の新設・変更に係る工事の申込をする者へﾒｰﾀ口径

に応じた加入金・工事検査手数料の納付書を発行する。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所，電話番号、３ 識別番号等 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

111



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

 

  

112



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
給水管事故修理依頼書、漏水修繕工事施工書，給・配水装置

修繕工事伝票 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
第三者による配水管等への損傷事故での修理及びそれに対す

る加害者への損害賠償請求 

記録項目 １ 氏名、２ 住所，電話番号 

記録範囲 事故加害者 

記録情報の収集方法 本人からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

 

  

114



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
配水管布設工事申請書、配水管布設申請者名簿，土地使用承

諾書（私道）、給水装置変更（改良）同意書 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 

給水申請に係る配水管布設要綱に基づき、未給水地域や出水

不良地域等の地元要望に応じ一定の条件・限度内で配水管を

布設する 

記録項目 １ 氏名、２ 住所，電話番号、３ 申請地、４ 道路状況 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

 

  

116



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 水道管改良工事承諾書、水道管（共同管）の入替工事承諾書 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
鉛の新水道水質基準への対応及び漏水事故防止による高有収

率の維持を図るため給水鉛管の計画的更新を図る 

記録項目 １ 氏名、２ 住所，電話番号 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 

 

  

118



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 行政財産目的外使用申請・許可書 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
水道用地の隣接に申請者の家屋があり，公道への出入りに水

道用地を通過しなければならないため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所，電話番号 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 私設水道管廃止届出書 

行政機関等の名称 新潟市水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

水道局技術部秋葉工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
'局が施工する給配水管布設工事に伴い、私設の給配水管を

廃止するため所有者から同意を得る書類 

記録項目 １ 氏名、２ 住所，電話番号、３ 認識番号等 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

水道局技術部秋葉工事事務所 

新潟市秋葉区程島２００４番地２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  
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140
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 水道料金等納入証明書関係 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部西蒲工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金等納入証明書発行のため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 料金調停納入状況 

記録範囲 
申請者（代理人が委任状を持参した場合、当該受任者を含

む） 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部西蒲工事事務所 

〒９５３－００７２ 

新潟市西蒲区鷲ノ木１１８５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給水装置工事取消届 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部西蒲工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
申込者の都合により工事を取り消した場合の記録及び管理を

行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部西蒲工事事務所 

〒９５３－００７２ 

新潟市西蒲区鷲ノ木１１８５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 加入金・工事検査手数料等納入通知書 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部西蒲工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 加入金・工事検査手数料の納付書を発行する事務を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 識別番号等 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部西蒲工事事務所 

〒９５３－００７２ 

新潟市西蒲区鷲ノ木１１８５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

147



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 配水管（予定）工事申込書兼配水管工事竣工届 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部西蒲工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
新たに給水を受けることに伴い、配水管を新設及び改良する

ため 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 識別番号等、  

５ 申請地、６ 工事の概要 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部西蒲工事事務所 

〒９５３－００７２ 

新潟市西蒲区鷲ノ木１１８５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 配水管布設工事申請書 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部西蒲工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 

給水申請に係る配水管布設要綱に基づき、未給水地域や出水

不良地域等の地元要望に応じ一定の条件・限度内で配水管を

布設するため 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 申請地、    

５ 道路現況 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部西蒲工事事務所 

〒９５３－００７２ 

新潟市西蒲区鷲ノ木１１８５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市開発指導要綱第１８条による協議について 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部西蒲工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
開発行為における水道施設の設置計画について、事前協議

し、回答するため 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 識別番号等、   

５ 申請地、６ 開発行為の概要 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部西蒲工事事務所 

〒９５３－００７２ 

新潟市西蒲区鷲ノ木１１８５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給水装置一部先行工事申込書 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部西蒲工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 道路舗装に先行して、給水装置工事の一部を施行するため 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 識別番号等、   

５ 申請地、６ 工事の概要 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部西蒲工事事務所 

〒９５３－００７２ 

新潟市西蒲区鷲ノ木１１８５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 出水不良陳情書 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部西蒲工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
出水不良改良工事及び小規模改良工事で出水不良解消を図る

ため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部西蒲工事事務所 

〒９５３－００７２ 

新潟市西蒲区鷲ノ木１１８５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給水管事故修理依頼書 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部西蒲工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
第三者による配水管等への損傷事故での修理及びそれに対す

る加害者への損害賠償請求するため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部西蒲工事事務所 

〒９５３－００７２ 

新潟市西蒲区鷲ノ木１１８５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給・配水装置修繕工事伝票 

行政機関等の名称 新潟市水道局 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

技術部西蒲工事事務所 

個人情報ファイルの利用目的 
市民等からの依頼による給水装置、配水管の修理及び漏水・

出水不良等の調査をするため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市水道局技術部西蒲工事事務所 

〒９５３－００７２ 

新潟市西蒲区鷲ノ木１１８５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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